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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水平方向に延びる軸の周りを回転する回転軸と、
　前記回転軸を半径方向外側から所定の半径方向空隙を保ちながら取り囲むように配置さ
れた円環状で、前記回転軸と共に回転する回転子と、
　前記回転子を半径方向外側から取り囲む固定子と、
　前記固定子を半径方向外側から取り囲むように構成された本体部と、この本体部内の空
気が流入可能で且つ内部の空気が前記本体部内に流出可能に構成された風道部と、を備え
るフレームと、
　前記風道部内で前記固定子の上方に配置されて、前記本体部内の空気を冷却可能な熱交
換器と、
　を有し、
　前記固定子の第１軸方向端部から前記半径方向空隙を流れた後に前記第１軸方向端部の
反対側の第２軸方向端部に向かって流れる前記本体部内の空気が、前記本体部内の前記第
２軸方向端部側から前記風道部内に流入し、前記熱交換器で冷却されて、前記本体部内の
前記第１軸方向端部側に流入するように一方通行の空気流路が形成された回転電機におい
て、
　前記回転軸の軸方向中央よりも前記第１軸方向端部側に、前記回転軸の外周を取り囲む
ように固定されて、前記半径方向空隙の少なくとも一部を塞ぐように前記回転軸に垂直な
方向に広がる面が形成された風仕切り板を有し、
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　前記本体部と前記風道部とを仕切る第１板群が、前記固定子と前記熱交換器との間で、
前記第１軸方向端部から前記第２軸方向端部に向かって上昇するような傾斜部を備えて、
前記固定子の上面と前記傾斜部とによってはさまれた固定子上方流路が形成され、当該固
定子上方流路は前記第１軸方向端部から前記第２軸方向端部に向かって拡大するように構
成されていること、
　を特徴とする回転電機。
【請求項２】
　前記風仕切り板は、軸方向に互いに間隔をあけて複数配列されていること、を特徴とす
る請求項１に記載の回転電機。
【請求項３】
　前記空気流路の上流側にある前記風仕切り板の面積よりも、下流側にある前記風仕切り
板の面積が小さくなるように構成されていること、を特徴とする請求項２に記載の回転電
機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内部の空気が循環する系統が形成された回転電機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　回転電機は、運転時に回転子鉄心や固定子鉄心に取り付けられたコイルから発熱する。
ある限度以上に過熱されるとコイルの絶縁物の劣化が促進する。その結果、当該絶縁物が
損傷する。また、絶縁物の交換タイミングが短縮する。
【０００３】
　従来の回転電機は、温度上昇を抑えるために、鉄心に通風ダクトが設けられている。通
風ダクトには、ファンの回転によって生じた冷却風が流されるようになっている。ファン
は、回転軸と共に回転して、固定子枠内の空気を循環させる機能を有している。
【０００４】
　冷却風により固定子鉄心を冷却するときに、固定子鉄心の部位によって冷却度合いが異
なること、すなわち鉄心温度のアンバランスが生じることがある。
【０００５】
　鉄心の温度のアンバランスを低下させて、冷却効果を高める方法として、特許文献１に
開示されているように、回転軸の軸方向に風仕切板を設けることが知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平５－１３０７５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、上記の例では、固定子鉄心の軸方向両側から固定子内の軸方向中央に向かうよ
うに空気が流れている。この方法を一方通風式回転電機に適用した場合、熱交換器出口か
ら出た冷媒（冷却空気）は回転軸と回転子の間に形成される通風路（半径方向空隙）を通
り、回転子および固定子鉄心にあるダクトを通って鉄心を冷却し、最後に熱交換器入口へ
と戻ることとなる。
【０００８】
　ダクトは、冷却空気が半径方向に流れる流路であって、固定子鉄心内に軸方向に互いに
間隔をあけて複数形成されている。軸方向に複数形成されたダクトそれぞれを通る冷却空
気の量は均一ではないことが多いため、固定子鉄心の温度に軸方向の不均一が生じてしま
う。このため、上記の例では一方向に循環する流通経路の場合には、対応できない。
【０００９】
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　本発明は上述した課題を解決するためになされたものであり、その目的は、一方通風式
回転電機に係る固定子等を均一に冷却できるようにすることである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するための本発明に係る回転電機は、所定の軸周りを回転する回転軸と
、前記回転軸を半径方向外側から所定の半径方向空隙を保ちながら取り囲むように配置さ
れた円環状で、前記回転軸と共に回転する回転子と、前記回転子を半径方向外側から取り
囲む固定子と、前記固定子を半径方向外側から取り囲むように構成された本体部と、この
本体部内の空気が流入可能で且つ内部の空気が前記本体部内に流出可能に構成された風道
部と、を備えるフレームと、前記風道部内に配置されて、前記本体部内の空気を冷却可能
な熱交換器と、を有し、前記固定子の第１軸方向端部から前記半径方向空隙を流れた後に
前記第１軸方向端部の反対側の第２軸方向端部に向かって流れる前記本体部内の空気が、
前記本体部内の前記第２軸方向端部側から前記風道部内に流入し、前記熱交換器で冷却さ
れて、前記本体部内の前記第１軸方向端部側に流入するように一方通行の空気流路が形成
された回転電機において、前記回転軸の軸方向中央よりも前記第１軸方向端部側に、前記
回転軸の外周を取り囲むように固定されて、前記半径方向空隙の少なくとも一部を塞ぐよ
うに前記回転軸に垂直な方向に広がる面が形成された風仕切り板を有し、前記本体部と前
記風道部とを仕切る第１板群が、前記固定子と前記熱交換器との間で、前記第１軸方向端
部から前記第２軸方向端部に向かって上昇するような傾斜部を備えて、前記固定子の上面
と前記傾斜部とによってはさまれた固定子上方流路が形成され、当該固定子上方流路は前
記第１軸方向端部から前記第２軸方向端部に向かって拡大するように構成されていること
、を特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、一方通風式回転電機に係る固定子等を均一に冷却することが可能であ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明に係る第１の実施形態の回転電機を模式的に示した概略正面図であって、
上半分を断面で示す。
【図２】図１の回転電機のII－II矢視の概略側面図である。
【図３】図１の回転子および固定子を部分的に拡大した部分拡大正面図である。
【図４】本発明に係る第２の実施形態の回転電機を模式的に示した概略正面図である。
【図５】本発明に係る第３の実施形態の回転電機の風仕切り板等を模式的に示した部分側
面図である。
【図６】図５の風仕切り板よりも、半径方向空隙内の気流の下流側に配置された風仕切り
板等を模式的に示した部分側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明に係る回転電機の実施形態について図面を参照して説明する。
【００１４】
　　［第１の実施形態］
　第１の実施形態について、図１～図３を用いて説明する。図１は、本実施形態の回転電
機を模式的に示した概略正面図であって、上半分を断面で示す。図２は、図１の回転電機
のII－II矢視の概略側面図である。図３は、図１の回転子２０および固定子３０を部分的
に拡大した部分拡大正面図である。
【００１５】
　先ず、本実施形態の回転電機の構成について説明する。
【００１６】
　本実施形態の回転電機は、回転軸２と、リブ１０と、回転子２０と、固定子３０と、回
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転軸２および固定子３０等を収容するフレーム４０と、を有する。
【００１７】
　回転軸２は、水平な軸周りを回転する円柱状の部材で、軸受６により回転自在に支持さ
れている。回転軸２には、回転軸２と共に回転する内部ファン４が取り付けられている。
【００１８】
　リブ１０は、取付け部１１と、支持部１２と、円環部１３と、を有する（図２）。
【００１９】
　取付け部１１は、回転軸２の外周面を取り囲んで回転軸２に取り付けられる部材である
。支持部１２は、取付け部１１から放射状に円環部１３の内周面まで延びる棒状で、周方
向に等間隔（９０度ごと）に、すなわち４箇所に形成される（図２）。周方向に隣り合う
支持部１２の間には、風仕切り板８が配置される。風仕切り板８については、後で説明す
る。
【００２０】
　円環部１３は、支持部１２に支持されて、回転軸２の外周面に所定の半径方向空隙６０
を保ちながら取り囲むように構成されている。
【００２１】
　回転子２０は、リブ１０の円環部１３の半径方向外側を取り囲むように固定されて、回
転軸２と共に回転する。この回転子２０は、回転子鉄心２１と、導体の回転子バー２３と
、を有する。回転子鉄心２１は、鋼板が軸方向に複数積層されてなる複数の鋼板群２５と
、軸方向に隣り合う鋼板群２５の間それぞれに配置された複数の間隔板２６と、を有する
（図３）。固定子鉄心２１には、軸方向に延びるスロット２４が形成されている。間隔板
２６には、半径方向に貫通する回転子ダクト２２が形成されている。この例では、間隔板
２６が軸方向に複数配列されているため、回転子ダクト２２は、軸方向に複数形成される
。
【００２２】
　回転子バー２３は、スロット２４を貫通するように配置される部材である。
【００２３】
　固定子３０は、回転子２０を半径方向外側から取り囲む円環状の部材である。この固定
子３０は、固定子鉄心３１および固定子巻線３５等からなる。固定子鉄心３１は、詳細な
図示は省略するが、複数の鋼板群３２と、複数の間隔板３３と、を有する。
【００２４】
　鋼板群３２は、鋼板が軸方向に複数積層されてなる部材である。間隔板３３は、軸方向
に互いに隣接する鋼板群３２の間に配置される部材である。この間隔板３３には、空気が
半径方向に流通可能な流路（固定子ダクト３４）が形成されている。固定子巻線３５は、
固定子鉄心３１に形成されたスロット（図示せず）に巻きまわされる。
【００２５】
　フレーム４０は、本体部４１および風道部４２を有する。本体部４１は、軸受６等が固
定されて、固定子３０を半径方向外側から取り囲み、回転子２０および固定子３０を収容
する。
【００２６】
　風道部４２は、本体部４１と互いに連通するように形成されて、本体部４１内の空気が
流入可能で、且つ風道部４２の内部の空気が本体部４１内に流出可能に構成されている。
空気の流路等については、後述する。
【００２７】
　風道部４２内には、熱交換器４３が配置されている。この熱交換器４３は、フレーム４
０内の空気を冷却する機能を有し、冷却された空気によって固定子３０等を冷却する。当
該熱交換器４３は、固定子３０等を冷却するための空気の流路上に配置される。この例で
は、熱交換器４３は、固定子３０の上方に配置される。
【００２８】
　この熱交換器４３の周囲には、複数の板からなり空気の流路を形成する複数の板群が配
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置されている。
【００２９】
　これらの板群には、固定子３０と熱交換器４３を仕切る第１板群５１と、本体部４１か
ら風道部４２への入口部を形成する第２板群５２と、熱交換器４３に空気を流入させるた
めの第３板群５３と、を含む。
【００３０】
　第１板群５１は、固定子３０の上方で且つ熱交換器４３の下方に取り付けられて、固定
子３０および熱交換器４３を仕切るように配置される。この第１板群５１の下方は、固定
子３０内を通り抜けた空気が流れる流路（固定子上方流路６１）が形成されて、第１板群
５１の上方は、熱交換器４３を通り抜けた空気が流れる流路（熱交換器下方流路６２）が
形成される。
【００３１】
　第２板群５２は、固定子３０と内部ファン４との間に配置されて、風道部入口流路６３
を形成する。この風道部入口流路６３は、固定子上方流路６１から流れる空気が流入し、
その後、内部ファン４を通り抜けて風道部４２に流れるように形成されている。
【００３２】
　第３板群５３は、熱交換器４３の軸方向両側の端部の上方それぞれに配置されて、曲面
が形成された板である。この第３板群５３により、風道部入口流路６３から流れる空気が
流れる熱交換器上流側流路６４を形成する。
【００３３】
　風仕切り板８は、回転軸２に垂直な方向に広がる面が形成されている板状の部材であっ
て、リブ１０の軸方向中央よりも図１における左側で、回転子２０の左側端部よりも右側
に配置される。
【００３４】
　この風仕切り板８は、周方向に隣り合う支持部１２の周方向間隙それぞれに取り付けら
れ、この例では、４枚の風仕切り板８が回転軸２の外周を取り囲むように配置される（図
２）。なお、図１では、風仕切り板８を固定するための支持部１２や取付け部１１の図示
は省略している。
【００３５】
　このように構成することで、各風仕切り板８は、半径方向空隙６０の一部を塞ぎ、半径
方向間隙を通り抜けようとする空気の流れを阻害することができる。
【００３６】
　続いて、冷却空気の流路について説明する。
【００３７】
　回転電機に電力が供給されると、回転軸２および回転子２０が回転し、固定子巻線３５
から熱が発生し、その熱は、固定子鉄心３１等に伝わる。
【００３８】
　回転軸２の回転に伴い、内部ファン４が回転する。内部ファン４の回転により、フレー
ム４０内に空気の流れが発生する。この例では、図１における複数の矢印Ａで示すように
空気が流れる。すなわち、内部ファン４は、図１における内部ファン４の左側の半径方向
空隙６０および固定子上方流路６１の空気を吸い込むように回転する。
【００３９】
　内部ファン４によって吸い込まれた空気は、風道部入口流路６３を経て、熱交換器上流
側流路６４に流れ込む。その後、当該空気は、熱交換器４３を通り抜ける。熱交換器４３
を通り抜けている間に、当該空気は冷却される。
【００４０】
　詳細な図示は省略するが、熱交換器４３には、内部に冷却水配管が配置されている。こ
の冷却水配管は、風道部４２の外部から冷却水を供給し、熱交換後に再び風道部４２の外
部に流れるように構成されている。
【００４１】
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　熱交換器４３により冷却された空気は、熱交換器下方流路６２に流れ込んで、回転子２
０および固定子３０の軸方向外側（図１の左側）を経て、一部は半径方向空隙６０に流れ
込む。半径方向空隙６０に流れ込んだ空気の多くは、風仕切り板８に吹き付けられる。
【００４２】
　風仕切り板８に吹き付けられた空気の一部は、風仕切り板８よりも下流側（図１の右側
）に流れて、そのまま半径方向空隙６０を通り抜けて、内部ファン４に向かって流れる。
【００４３】
　風仕切り板８に吹き付けられた空気の一部は、回転子ダクト２２を半径方向外側に通り
抜けて、固定子鉄心３１の固定子ダクト３４に流れ込む。このとき、風仕切り板８の図１
の右側にある鋼板群３２等を冷却することができる。風仕切り板８の図１の右側にある鋼
板群２５、３２等を冷却した空気は、固定子上方流路６１に流れ出て、内部ファン４に向
かって流れる。
【００４４】
　仮に風仕切り板８がない場合には、半径方向空隙６０に流れ込んだ空気は、その多くが
半径方向空隙６０の下流側（図１の右側）に向かって流れてしまう。その結果、特に上流
側の回転子ダクト２２および固定子ダクト３４の半径方向流路に流れる空気は、少なくな
る。この場合、回転子２０および固定子３０を冷却する効果が低くなる。特に上流側の固
定子鉄心３１の冷却効率は低くなってしまう。
【００４５】
　これに対して、本実施形態では、風仕切り板８を配置することによって、固定子３０内
の軸方向の上流側を効率よく冷却できる。
【００４６】
　以上の説明からわかるように本実施形態によれば、冷却されにくい軸方向の上流側の固
定子鉄心３１の冷却効果を向上させることで、固定子鉄心３１等を軸方向に均一に冷却で
きるようにすることが可能になる。
【００４７】
　　［第２の実施形態］
　第２の実施形態について図４を用いて説明する。図４は、本実施形態の回転電機を模式
的に示した概略正面図である。なお、図４では、リブ１０の支持部１２および取付け部１
１について、回転子２０の軸方向中央よりも上流側（図４における左側）のみ示し、下流
側は省略している。本実施形態は、第１の実施形態（図１～図３）の変形例であって、第
１の実施形態と同一部分または類似部分には、同一符号を付して、重複説明を省略する。
【００４８】
　本実施形態の風仕切り板８は、回転子２０の軸方向中央よりも、上流側、すなわち、図
４における左側に、風仕切り板８が軸方向に複数（この例では、二つ）配置されている。
【００４９】
　これにより、第１の実施形態と同様の効果を得ると共に、第１の実施形態よりも、半径
方向空隙６０内において上流側の固定子３０等を冷却しやすくなる。
【００５０】
　　［第３の実施形態］
　第３の実施形態について図５および図６を用いて説明する。図５は、本実施形態の回転
電機の風仕切り板８等を模式的に示した部分側面図である。図６は、図５の風仕切り板８
よりも、半径方向空隙６０内の気流の下流側に配置された風仕切り板８等を模式的に示し
た部分側面図である。
【００５１】
　なお、本実施形態は、第１の実施形態（図１～図３）の変形例であって、第１の実施形
態と同一部分または類似部分には、同一符号を付して、重複説明を省略する。また、本実
施形態の回転電機の全体の構成は、第１の実施形態で説明した図１に示すものと同様であ
る。
【００５２】
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　本実施形態の回転子２０は、支持部１２が軸方向に複数配列されて支持されている。こ
の例では、軸方向に配列された全ての支持部１２に風仕切り板８が取り付けられている。
このとき、風仕切り板８の面積が上流側と下流側で異なるように構成される。
【００５３】
　この例では、上流側が下流側よりも面積が大きくなるように、すなわち、半径方向空隙
６０に占める割合が大きくなるように構成されている。図５に示す風仕切り板８が取り付
けられる軸方向位置は、図６に示す風仕切り板８が取り付けられる軸方向位置よりも、上
流側である。
【００５４】
　このように構成することで、第１の実施形態よりも、半径方向空隙６０から各間隔板３
３の半径方向流路に流す空気の量を細かく調整することが可能になり、固定子３０等を均
一に冷却することが可能になる。
【００５５】
　　［その他の実施形態］
　上記実施形態の説明は、本発明を説明するための例示であって、特許請求の範囲に記載
の発明を限定するものではない。また、本発明の各部構成は上記実施形態に限らず、特許
請求の範囲に記載の技術的範囲内で種々の変形が可能である。
【００５６】
　上述した実施形態では、内部ファン４でフレーム４０内の空気を流通させているが、こ
れに限らない。他の電源で回転する外部ファンで、フレーム４０内の空気を循環させても
よい。
【００５７】
　また、第３の実施形態では、風仕切り板８の外寸で面積を調整しているが、これに限ら
ない。所定の形状の穴（例えば、円形や矩形）で面積を調整してもよい。
【符号の説明】
【００５８】
２…回転軸、４…内部ファン、６…軸受、８…風仕切り板、１０…リブ、１１…取付け部
、１２…支持部、１３…円環部、２０…回転子、２１…回転子鉄心、２２…回転子ダクト
、２３…回転子バー、２４…スロット、２５…鋼板群、２６…間隔板、３０…固定子、３
１…固定子鉄心、３２…鋼板群、３３…間隔板、３４…固定子ダクト、３５…固定子巻線
、４０…フレーム、４１…本体部、４２…風道部、４３…熱交換器、５１…第１板群、５
２…第２板群、５３…第３板群、６０…半径方向空隙、６１…固定子上方流路、６２…熱
交換器下方流路、６３…風道部入口流路、６４…熱交換器上流側流路
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